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平成２７年６月１２日

チームとしての学校・教職員の在り方に関する作業部会

中間まとめ（骨子案）

１．「チームとしての学校」が求められる背景

我が国の教員は、教科指導から生徒指導、部活動、さらには事務的業務まで幅

広い業務を担っている中、教員の日々の努力により、国際的に見ても、日本の初

等中等教育は高い成果を上げている。

しかし、変化の激しい社会の中で生きていく子供たちに、求められる力を身に

付けさせるためには、たゆまぬ教育水準の向上が必要である。

そのためには、教育課程の改革や授業方法の革新が必要であるが、それを実現

するためには、学校の体制整備が不可欠である。

その一方で、我が国の学校や教員は、複雑化・多様化した課題を抱え、教員は、

授業準備や教材研究等に十分な時間を割くことができないという実態があり、教

員以外の職員や専門スタッフの活用や、教員が授業準備等に、より専念できるよ

うな体制の整備が重要である。

体制を整備する上で重要な考え方は、校長のリーダーシップの下、教職員や専

門スタッフ等が、子供や地域の実態に基づく教育目標を達成するため、チームと

して取り組むということである。

（１）次代を生きる力を育むための教育課程の改革や授業方法の革新を実現するための

体制整備

○ 子供たちに、これから求められる力を身に付けさせるためには、学習指導要領

改訂の動きも踏まえ、学校全体でカリキュラム・マネジメントや指導方法、評価

方法の開発・普及等に取り組むことができる体制を整備していく必要がある。

○ カリキュラムを実施するためには、ヒト・モノ・カネ・情報などの経営資源が

必要であり、それらの条件整備が不可欠であるが、学校においても、教育内容と

条件整備を一体的に議論、検討することが求められている。

○ また、学年単位、学級単位、教科単位の学校運営ではなく、子供や地域の実態

に基づいた教育目標の下に学校全体の活動をまとめることができる体制を整備す

ることが重要である。

（２）複雑化・多様化した課題を解決するための体制整備

○ 生徒指導上の課題や特別支援教育の充実など、学校が抱える課題は、複雑化・

多様化し、教員だけで対応するのは、質的にも量的にも難しくなってきている。

その上、心理や福祉など教育以外の高い専門性が求められるような課題も増えて
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きている。

○ そのため、教員の業務を見直し、専門スタッフ等が教育活動や学校運営に参画

し、教員と事務職員、専門スタッフ等が連携、分担して校務を担う体制を整備す

ることが重要である。

○ また、学校の業務が複雑化・多様化していることに伴い、学校が負うべき責任

や説明責任の範囲が拡大しており、校長、副校長・教頭や主幹教諭、担当主任等

が組織的に対応することが求められている。

（３）子供と向き合う時間の確保等のための体制整備

○ 国際調査や教員勤務実態調査において、我が国の教員が事務的業務等に多くの

時間を割いているという結果が出ており、教員が授業準備等に、より専念できる

ようにしていく必要がある。

○ また、特に、副校長・教頭は、各種調査依頼への対応等を行ったり、学校内の

どの分掌や委員会にも属さない業務を担ったりするなど、多くの業務を担ってお

り、他の職よりも勤務時間が長いという実態が明らかになっている。

○ 教職員や専門スタッフ等がチームとして機能するための調整役として、副校長

・教頭の役割は大きく、副校長・教頭の業務改善が重要である。

２．「チームとしての学校」の在り方

校長のリーダーシップの下、教職員や専門スタッフ等が、子供や地域の実態を

踏まえた教育目標の達成にチームとして取り組む体制を整備するために、以下の

３つの方向性に沿って検討を行い、学校のマネジメントモデルの転換を図ってい

くことが必要である。

① 教職員や専門スタッフ等の多職種で組織される学校がチームとして機能す

るよう、校長がリーダーシップを発揮できるような体制を整備するとともに、

学校内の分掌や委員会等の活動を調整して、学校の教育目標の下に学校全体

を雨後がしていく機能を強化する必要がある。〔学校のマネジメント機能の

強化〕

② 教職員や専門スタッフ等が自らの専門性をそれぞれ発揮できるよう、連携

や分担の在り方を明確にする必要がある。〔専門性に基づくチーム体制の構

築〕

③ 教職員一人一人が力を発揮し、更に伸ばしていけるよう、人材育成や業務

改善等の取組を進める必要がある。〔教職員一人一人が力を発揮できる環境

の整備〕

（１）学校のマネジメント機能の強化

○ 子供たちや地域の実態に基づき、これからの時代に求められる資質・能力を子

供たちが身に付けることができるよう、特色ある教育課程の編成・実施、指導内

容や指導方法の改善に組織として取り組むことを可能とするため、学校のマネジ

メント機能を強化する。

○ 校長は、学校の教育ビジョンを定め、ビジョンを教職員や専門スタッフ等の間

で共有し、ビジョンの達成に向けて、教職員を巻き込んでいくことや、人材育成
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にリーダーシップを発揮することが求められている。

○ 教職員と専門スタッフ等の多職種で組織される学校においては、今までの学校

とは異なるマネジメント力が校長に求められる。

○ 学校は、学年単位、教科単位で動きがちであることから、学年や強化等の単位

を超えて、企画・立案を行い、実施する機能を強化する必要がある。

○ 管理職のマネジメントを総務・財務面から補佐するため、学校の事務機能を充

実する必要がある。

（２）専門性に基づくチーム体制の構築

○ 複雑化・多様化した学校の課題に対応し、子供たちの豊かな学びを実現するた

め、教員が担っている業務を見直し、専門スタッフが学校教育に参画して、教員

が専門スタッフや地域の人材、関係機関と連携して、課題の解決に当たることが

できる体制を構築する。

○ その際、教員が、多くの業務を担っていることによる利点を踏まえながらも、

多職種による協働へと文化を変えていく必要がある。

○ 多様な経験や専門性を持った人材を学校教育で生かしていくためには、少数職

種が孤立しないよう、教員も意識改革を行い、少数職種をチームの一員として受

け入れることが重要である。

○ 少数職種について、法令で職務内容等を位置付け、明確化し共有化することは、

教員の意識改革のスタートラインになり得る。

○ また、学校教育に参画する専門家の側についても、子供の教育を共に担ってい

くパートナーという意識が求められる。

○ 小学校高学年の教科担任制は、教員の負担軽減だけでなく、学校の意識や文化

を変えるきっかけにもなる。

○ チーム体制を構築していくに当たっては、情報をどのように共有化していくの

かということが重要になってくる。

（３）教職員一人一人が力を発揮できる環境の整備

○ 学校がチームとして機能するためには、人材育成を進めるに当たって、管理職

が教員の現状を把握して、適時適切なフィードバックを与え、評価することが重

要である。

○ 学校全体で目標や問題意識を共有して校内研修に取り組む必要がある。

○ 学校の教職員が意欲を持って、能力を発揮できるよう、優れた実践を行った教

職員を顕彰することが重要である。

○ 学校事故への対応や訴訟が提起された場合の対応など、法令に基づく専門的な

対応が求められる事項や子供の安全管理など専門的な知識に基づく対応が必要な

事項に関して学校や教職員を支援する体制の整備が重要である。

地域の状況、学校種、学校の規模等により、講じるべき施策は異なってくるが、今

後も、学校が子供たちに力を身に付けさせていくための教育機関であるためには、以

上の方向性に沿った施策を講じることにより、「チームとしての学校」像の実現を図っ

ていくことが必要である。

「チームとしての学校」像
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校長のリーダーシップの下、カリキュラム、日々の教育活動、経営資源が一体

的にマネジメントされ、教職員、関係機関や学校内外の人材が、それぞれの専門

性を生かして能力を発揮し、子供たちに必要な資質・能力を確実に身に付けさせ

ることができる学校

３．具体的な改革方策

（１）学校のマネジメント機能の強化

学校が一つのチームとして機能するように、学校のリーダーシップ機能を強化す

るとともに、学校の企画・調整機能や事務体制を強化する。

① 管理職の適材確保

ア 管理職のリーダーシップ

○ 校長は、学校の長として、子供たちや地域の実態を踏まえ、学校の教育ビ

ジョンを示し、意識の共有を図るとともに、教職員の人材育成を行うことが

求められている。

○ 校長が、自らの示す学校の教育ビジョンの下で、リーダーシップを発揮し

た学校運営を実現できるよう、校長裁量経費の拡大を図るなど、学校の裁量

拡大を進めていくことが期待される。

○ 管理職選考の倍率が低下したり、希望降任の希望者が増加したりするなど、

管理職の魅力が低下しているのではないかという指摘もある。

○ 管理職に適材を確保できなければ、学校の教育力も低下することは確実で

あり、優秀な人材が管理職を目指すような取組が求められている。

○ 特に、副校長・教頭については、勤務実態調査の結果を見ても、勤務時間

が最も長く、日々、雑務に追われ、人材育成等に関わることができないとい

う指摘がある。

イ 管理職の養成

○ 都道府県によって違いはあるものの、３０代半ばから５０歳までの教員数

は、近年、減少しており、今後、管理職候補となる教員の数が少なくなるこ

とが予想される。

○ 教育委員会は、校長に求められる資質・能力に基づき、将来、管理職とし

て活躍することが期待される教員に、計画的に教職大学院や民間企業への派

遣、学校現場でのＯＪＴ等の経験を積ませる必要がある。

ウ 管理職の選考・登用

○ 選考試験においては、６７都道府県・指定都市教育委員会のうち４１教育

委員会が短答形式による筆記試験を導入し、６３教育委員会が小論文や作文

による筆記試験を行っているが、試験の問題作成に教育委員会が多くの時間

を費やしているという現状がある。

○ 女性管理職の割合が、全職員に占める女性教員の割合に比べて低いことか

ら、能力実証を前提として、女性管理職の登用が進むような方策を検討する

必要がある。

エ 管理職の研修
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○ 教育委員会が実施している管理職研修の内容についても、校長に求められ

る資質・能力に基づき見直しを進める必要がある。

○ また、管理職研修の見直しを行うに当たっては、教職大学院をはじめとし

た大学と連携することが考えられるが、研修の実施方法について、管理職が

受講しやすいような工夫について検討することが必要である。

② 主幹教諭制度の充実

ア 主幹教諭制度の充実

○ 主幹教諭は平成１９年に制度化されたが、

・ 分掌間・学年間の調整など学校の総合的な調整が図られ、学校の組織と

しての力が向上した

・ 教職員間の業務調整が円滑になり、業務の質が改善し、また、業務が効

率化した

・ 主幹教諭が管理職と教職員のパイプ役になることにより、校長のビジョ

ンが徹底するなど校内のコミュニケーションが改善された

などの成果が上がっている。

○ 一方で、主幹教諭については、

・ 学校で主幹教諭の役割や職務内容、権限が十分に理解されていない

・ 主幹教諭となる者の人材育成が十分にできていない

・ 主幹教諭の授業時数が多く、主幹教諭に期待される校務を十分に処理で

きない

という課題も指摘されている。

○ 地域や学校の実態も踏まえ、主幹教諭の配置を進めていくための方策につ

いて検討する必要がある。

③ 事務体制の強化

ア 事務職員の職務の見直し

○ 事務職員の職務について、学校教育法は「事務に従事する」と規定してい

るのみであるが、概ね、事務職員が従事している職務は、

・ 予算、決算等の会計管理

・ 施設・設備及び教材・物品の管理

・ 給与・旅費の管理、支給事務

・ 就学援助に係る事務

・ 学校徴収金の計画・執行管理

・ 文書の収受・発送

・ 諸手当の認定

・ 福利厚生に関する事務

など、総務・財務等に関する事務である。

○ 事務職員は、学校において、ほぼ唯一、学校運営事務に関する専門性を有

している職員であり、教育委員会によっては、学校組織マネジメントを効率

的・効果的に行うための学校経営職員として位置づけ、地域連携や学校評価、

危機管理等の総務・財務等に関する事務以外の職務にも事務職員が積極的に

携わっている例も見られる。今後は、事務職員は、その専門性等も生かしつ

つ、より広い視点に立って、校長や副校長・教頭を学校経営面から補佐する

学校運営チームの一員として役割を果たすことが期待される。

○ 教員の勤務実態に関する各種調査の結果によると、教員が様々な事務業務



- 6 -

を行っており、それが教員の負担になっているという実態が見られる。

○ 特に、教頭は、事務業務の負担が非常に大きく、校長の補佐や人材育成等

の業務を十分に果たしていくためには、教頭の事務業務の負担軽減を図って

いくことは不可欠であり、教頭と事務職員との間での業務の連携や分担を進

める必要がある。

イ 学校運営事務の統括者の位置付け

○ 現在、学校の管理職の多くは、教員出身者であり、行政事務に十分に練達

しているとはいえない。今後、学校の業務が一層、複雑化・多様化すること

が考えられることから、学校の自律的な運営を可能とするためには、教育行

政事務の専門性を有する者が学校運営に参画することが望ましい。

○ 小・中学校においても、例えば、一定規模以上の学校については、事務長

等の学校運営事務の統括者を置くことができることを法令上、明確化するこ

とが考えられる。

ウ 事務職員の資質・能力の向上

○ 小・中学校で事務職員が一人配置であることを考えると、事務職員の資質

・能力の向上は大きな課題であるが、事務職員向けの研修を企画できる指導

主事が少ないことや事務職員向けの研修プログラムが少ないことなどの課題

がある。

エ 事務の共同実施の推進

○ 事務の共同実施は、一部地域で実施しているものも含めると、４８．８％

の実施率となっており、事務処理におけるミスや不正の防止、学校間の標準

化による事務処理の効率化等において一定の成果を上げているところである。

事務の共同実施が教員の事務負担の軽減等にも資するよう、今後の取組の一

層の充実が期待される。

○ 特に、事務長が置かれている場合には、事務の共同実施は、事務機能の一

層の強化に効果的であると考えられるため、事務長の設置を明確化すること

と併せて、事務の共同実施の推進を一体的に検討する必要がある。

（２）専門性に基づくチーム体制の構築

教職員や専門スタッフが自らの専門性を十分に発揮し、チームとして総合力を最

大化できるような体制を構築する。

① 教職員の指導体制の充実

ア 教員

○ 教員が自らの指導力を向上させ、児童生徒と向き合う時間を増やしていく

ためには、

① 教員が行うことが期待されている本来的な業務

・ 授業や授業準備、生徒指導

② 教員以外の専門スタッフが関わることで、より効果を上げることが期待

できる業務

・ カウンセリング、部活動指導、教員以外の知見を入れることで学びが

豊かになる教育（キャリア教育など）

③ ①・②以外の業務
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・ 印刷業務、私費会計処理

など業務の性質に応じて整理し、②、③の業務については、事務職員や専門

スタッフ、外部人材を活用する方策を検討する必要がある。

○ なお、諸外国と比較した場合、日本の教員は、子供に包括的に関わること

が日本の教育の成果につながっているという指摘もあることから、専門スタ

ッフ等の活用に当たっては、単なる業務の切り分けとならないよう注意が必

要である。

イ 指導教諭

○ 指導教諭は、優れた指導力を生かして、示範授業を行うことなどにより、

指導方法の改革に力を発揮することが期待されている。

○ 指導教諭は、６７都道府県・指定都市教育委員会のうち、２３教育委員会

で設置されており、配置人数は平成２６年度現在、１，８７３人である。

○ 指導教諭の授業時数が多く、指導教諭に期待される校務を十分に処理でき

ないことが指摘されている。

○ また、指導教諭を配置するに当たっては、指導教諭にどのような役割を担

わせるのか、明確化することが必要である。

② 教員以外の専門スタッフの参画

ア スクールカウンセラー

○ スクールカウンセラーは、心理の専門家として児童生徒へのカウンセリン

グや、児童生徒への対応について教職員、保護者への専門的な助言や援助を

行っている。

○ 国の補助事業で配置されているスクールカウンセラー等は、平成２５年度

で７，０６５人となっている。

○ スクールカウンセラーの資格に関して、平成２５年度ではスクールカウン

セラーの約８４％が臨床心理士の資格を有している。

○ スクールカウンセラーは、教育委員会に採用され、非常勤の職として各学

校に週１回程度派遣されていることが多いが、学校の教育相談体制の強化や

問題行動の未然防止などの観点から効果があることから、量的拡充・資質の

確保が望まれている。

○ 子供の貧困対策に関する大綱（平成２６年８月２９日閣議決定）において、

学校は貧困の連鎖を断ち切るためのプラットフォームとして位置付けられ、

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置を推進すること

とされている。

○ スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーについて、学校に必

要な職員としてその職務内容等を明確にすることが求められているとの指摘

がある。

イ スクールソーシャルワーカー

○ スクールソーシャルワーカーは、福祉の専門家として、問題を抱える児童

生徒が置かれた環境への働きかけや関係機関等とのネットワークの構築、連

携・調整、学校内におけるチーム体制の構築・支援などの役割を果たしてい

る。

○ 国の補助事業で配置されているスクールソーシャルワーカーは、平成２５

年度で１，００８人となっている。
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○ スクールソーシャルワーカーについて、平成２５年度に配置された者の有

する資格の実人数に占める割合は、高い順に社会福祉士が４３．７％、教員

免許が３９．６％、精神保健福祉士が２４．７％となっている。

○ 子供の貧困対策に関する大綱（平成２６年８月２９日閣議決定）において、

学校は貧困の連鎖を断ち切るためのプラットフォームとして位置付けられ、

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置を推進すること

とされている。

○ 文部科学副大臣を主査とする「川崎市における中学１年生殺人事件に関す

るタスクフォース」が平成２７年３月３１日にとりまとめた「川崎市におけ

る事件の検証を踏まえた当面の対応方策」において、「不登校支援の中心とな

る教員・地域連携を担当する教員の明確化や、スクールソーシャルワーカー

の配置等による、組織的な対応のための体制の整備」は平成２７年度特に力

を入れて取り組む施策とされている。

○ スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーについて、学校に必

要な職員としてその職務内容等を明確にすることが求められているとの指摘

がある。

ウ 医療的ケアを行う看護師

○ 医療的ケアを行う看護師は、対象となる児童生徒に対して、医師の指示の

下、学校生活における日常的な医療的ケアを実施するほか、当該児童生徒に

関わる教職員への指導・助言、保護者からの相談への対応、主治医や放課後

デイサービス等との連絡を担い、医療的ケアに関する校内体制の中心的役割

を果たしている。

○ 平成２６年度において、公立特別支援学校において、医療的ケアが必要な

幼児児童生徒数は７，７７４人、看護師等数は１，４５０人であり、ともに

増加傾向にある。このうち、国は、３３０人分の看護師等の配置に必要な経

費を補助している。

公立小・中学校の医療的ケアが必要な児童生徒数は、９７６人、看護師等

数は３７９人である。

○ 医療技術の進歩等を背景に、特別支援学校、小・中学校ともに医療的ケア

を必要とする児童生徒数は増加傾向にある。

○ 国が補助している看護師等の人数は、医療的ケアを必要とする幼児児童生

徒の数に比べて不十分であり、また、小・中学校に配置されている看護師等

に係る支援は行われていない。

○ 医療的ケアを必要とする児童生徒が安心して学校で学ぶことができるよう

看護師の配置を進めていく必要がある。

エ 特別支援教育支援員

○ 特別支援教育支援員は、障害のある児童生徒等の日常生活上の介助、発達

障害の児童生徒等に対する学習支援など、日常の授業等において、教員を支

援する役割を担っている。

○ 平成２６年度の公立学校の配置実績は、幼稚園で５，６３８人、小・中学

校で４３，５８６人、高等学校で４８２人となっており、地方財政措置によ

る支援が講じられている。

○ 平成２５年には、学校教育法施行規則が一部改正され、障害のある児童生

徒の就学について、個々の障害の状態等を踏まえ、総合的な観点から就学先
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を決定する仕組みとされた。

○ 特別支援学級の在籍者や通級による指導の対象者は増加し続けており、ま

た、通常学級においても発達障害の可能性のある児童生徒への教育的な対応

が求められている。

○ 多様な子供のニーズに的確に応えていくためには、教員だけでの対応には

限界があることから、特別支援教育支援員の配置を充実していく必要がある。

○ また、教員と特別支援教育支援員との役割分担と協働の在り方等について、

教員と特別支援教育支援員の双方で具体的に理解してもらう必要があるとい

う指摘がある。

オ ＩＣＴ支援員

○ ＩＣＴ支援員は、学校における教員のＩＣＴ活用（例えば、授業、校務、

教員研修等の場面）をサポートすることにより、ＩＣＴを活用した授業等を

教員がスムーズに行えるように支援する役割を果たしている。

○ 地方公共団体で配置されているＩＣＴ支援員の数は、平成２５年度で２，

０００人となっており、地方財政措置による支援が講じられている。

○ ＩＣＴを活用した教育の普及により、教職員をサポートする一定の能力を

備えたＩＣＴ支援員の不足が懸念されており、教育再生実行会議第七次提言

（平成２７年５月１４日）においても、ＩＣＴ支援員の養成、学校への配置

の促進が求められている。

カ 学校司書

○ 平成２６年６月に学校図書館法が改正され、学校には、専ら学校図書館の

職務に従事する職員（以下「学校司書」という。）を置くよう努めなければな

らないとされている。

○ 学校司書の配置は平成２６年５月時点で小学校では５４．３％、中学校で

は５３．０％、高等学校では６４．５％にとなっている。

○ 学校司書については、学校図書館法の一部を改正する法律において、その

専門性を確保するため、資格・養成の在り方等について検討を進めるととも

に、研修の充実等必要な措置を講ずることとされている。

キ 部活動支援員（仮称）

○ 平成２６年７月に日本体育協会が公表した「学校運動部活動指導者の実態

に関する調査」によると、

・ 担当教科が保健体育以外であり、担当している部活動の競技経験もない

教員が中学校で４５．９％、高校で４０．９％

・ 実技指導をしない教員が担当している部が中学校で１３．７％、高校で

１８．２％

という結果が出ている。

○ また、ＯＥＣＤが実施した国際教員指導環境調査（ＴＡＬＩＳ）の結果に

おいても、中学校教員の課外活動指導時間は、週７．７時間であり、参加国

平均の２．１時間と比較すると、大幅に長い。

○ 部活動の指導や顧問を行うことができる者の範囲について、教育委員会や

都道府県の中体連・高体連がルールを決めている場合もあれば、決められて

いない場合もある。

○ ルールが定められている場合においては、部活動指導は外部指導者も行え
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るが、顧問や単独での引率は常勤の教職員に限定していることが多い。

○ 部活動を充実していくという観点から、部活動の指導、顧問、引率等を行

うことができる職の在り方について検討する必要がある。

ク サポートスタッフ

○ 国は、補習等のための指導員等派遣事業を実施し、児童生徒学習サポータ

ーや教師業務アシスタント等に対する支援を行っている。

○ 多様な子供の実態に応じて、効果的な指導を行うためには、多様な経験を

持った地域人材等の教育活動への参画を得ることが重要である。

③ 地域との連携体制の整備

ア 地域連携を担当する教職員

○ 子供たちや学校が抱える課題を解決し、子供たちの豊かな学びを実現して

いくためには、社会総掛かりでの教育を進めていくことが重要である。

○ 学校が地域と連携するに当たっては、地域や教育委員会との連絡・調整、

校内の教職員の支援ニーズの把握・調整、学校支援活動の運営・企画・総括

などの役割を担う者が必要である。

○ 学校と地域との連携を担う教職員については、都道府県や市町村の教育委

員会規則等で位置付けられている学校は少なく、学校の方針として、校務分

掌上位置付けられているところが多い。

○ 学校と地域との連携を担う教職員を位置づけることにより、学校と地域の

信頼関係の構築や組織的な地域連携活動の展開等の成果が見られるところで

あり、その役割の必要性や重要性に関する認識を高めていくことが重要であ

る。

○ そのため、地域連携担当の教職員の職務内容や位置付けを明確化するとと

もに、そのような教職員に社会教育主事の有資格者を活用することについて

も検討する必要がある。

○ また、地域連携を担当する教職員と、地域に配置され、学校との連携窓口

を担うコーディネーター等との連携を図っていくことが重要である。

（３）教職員一人一人が力を発揮できる環境の整備

チームとしての学校において、教職員一人一人が力を発揮できるよう、人材育成

や業務改善等の取組を進める。

① 人材育成の推進

ア 人事評価制度の活用

○ 平成２６年６月に地方公務員法が改正され、勤務評定制度に代わり、人事

評価制度が導入される予定である。

○ 教員については、既に、人事評価制度導入の趣旨を踏まえた、目標管理型

の人事評価制度の導入が進められてきており、今後、更に教職員の意欲や資

質の向上に資するようなかたちで実施されることが重要である。

○ 人事評価の結果の活用状況を見ると、人材育成・能力開発・資質向上や研

修に活用している教育委員会が多い。

○ また、人事評価を行うに当たっては、校長が教諭の授業を見ることが重要

であるが、その際、適切なフィードバックを行うことが重要である。

○ 教職員個人の取組とあわせて、チームとしての取組も評価するような工夫
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を講じることも考えられる。

イ 教職員表彰制度の活用

○ 優れた実践を行った教員や高い指導力のある教職員を顕彰する仕組みの更

なる推進を図っていく必要がある。

○ チームとしての取組を進める観点から、教職員表彰の対象として、チーム

としての取組を対象に加えることも考えられる。

○ また、表彰に伴う措置として、特別な研修機会を付与する、優れた教職員

の実践の普及を図るなど、表彰制度の活用を進める必要がある。

② 業務改善

ア 学校における業務改善の推進

○ ＯＥＣＤが実施した国際教員指導環境調査（ＴＡＬＩＳ）や教員勤務実態

調査等において、教員の多忙化が指摘されているように、社会や保護者等か

らの学校の要請の多様化や、学校現場を取り巻く環境の複雑化・困難化、様

々な教育課題への対応等を背景とした教員の負担の増加は大きな課題となっ

ている。

○ また、全国公立学校教頭会の調査では、教頭が費やしたい職務内容として

は、職場の人間関係づくり、教職員の評価・育成や校内研修などが上げられ

ているが、実際には、各種調査依頼への対応や外部対応に負担を感じている

という結果が出ている。

○ 現行の学校制度が整備された当時は想定されていなかった業務や役割が増

大してきたことを踏まえ、全ての業務や役割を学校で担うという発想に立つ

のではなく、学校として、必ずしも行う必要がない業務、他の機関と連携し

た方が効果的な業務など、教員の業務と同様、地域や学校の実態に基づき、

判断することが必要である。

○ 国や都道府県・市町村教育委員会は、教職員が業務を効率的・効果的に進

めることができるような支援を行う必要がある。

③ 教育委員会等による学校への支援の充実

ア 指導主事の配置の充実

○ 主体的・協働的学習など指導方法の改善を進めていくためには、指導主事

が学校を支援していくことが必要である。

○ 一方、小規模の市町村では、指導主事の配置が少数のところも多く、引き

続き、国や都道府県の財政的支援が必要である。

○ また、指導主事が配置されていても、事務業務に追われて、学校への指導

が十分にできないような状況も見られる。

○ 学校の指導力向上のためには、都道府県教育委員会、教育事務所、市町村

教育委員会それぞれに配置されている指導主事が、しっかりと分担、連携し

て取り組む必要がある。

イ 保護者や地域からの要望や相談への対応の支援

○ 教員勤務実態調査の結果によれば、小・中学校教員の約７０％が保護者へ

の対応が増えたと回答し、保護者への対応をストレスと感じる教員が５０％

を超えている。

○ 保護者や地域からの相談や要望の内容も複雑化・困難化しており、対応に
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苦慮する事例も見られる。

○ 教育委員会や学校は、保護者や地域への情報提供、学校評価等の取組を通

して、学校の人員や予算等の実態について説明し、学校として対応可能な範

囲について、日頃から理解を求めておくことが重要である。

○ 相談や要望を受けた際に、第三者的立場から中立的に問題解決を支援した

り、教職員が専門的な知見を直接聞いたりできるような仕組みを作ることに

よって、学校の負担軽減につなげることが考えられる。
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